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行
政
相
談
月
間
に
つ
い
て

「
行
政
相
談
」を
ご
存
知
で
す
か
。

総
務
省
で
は
、国
や
特
殊
法
人
な
ど
の
業

務
に
つ
い
て
、国
民
の
皆
様
か
ら
の
苦
情
や

要
望
等
を
受
け
付
け
る「
行
政
相
談
」を
行
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
行
政
相
談
制
度
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、

ご
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、9
月
1
日（
日
）

か
ら
10
月
31
日（
木
）ま
で
を「
行
政
相
談
月

間
」と
し
て
、次
の
と
お
り
、「
行
政
相
談
所
」

が
開
設
さ
れ
ま
す
。

年
金
、保
険
、税
金
、登
記
、社
会
福
祉
、

消
費
者
保
護
、交
通
安
全
、道
路
、窓
口
サ
ー

ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て
、苦
情
や
要
望
等
が
あ
り

ま
し
た
ら
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

〇
一
日
合
同
行
政
相
談
所
の
開
設

国
・
県
・
市
の
行
政
機
関
、日
本
年
金
機

構
、法
律
の
専
門
家
が
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
と
き　
10
月
23
日（
水
）午
前
10
時
〜
午
後

3
時

▼
と
こ
ろ　
ナ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
3
階
デ
ザ
イ

ン
ホ
ー
ル

▼
問
合
せ　
総
務
省
中
部
管
区
行
政
評
価
局

0
5
2
・
9
7
2
・
7
4
1
5

※
弁
護
士
、司
法
書
士
、税
理

士
、行
政
書
士
、社
会
保
険

労
務
士
へ
の
相
談
は
事
前
予

約
制（
予
約
開
始:

10
月
9
日（
水
）午
前
9

時
〜
）

〇
豊
山
町
で
の
行
政
相
談

よ
ろ
ず
相
談

▼
と
き　
　
10
月
23
日（
水
）

午
後
1
時
〜
午
後
3
時

▼
と
こ
ろ　
役
場
3
階
会
議
室
3

▼
相
談
員　
行
政
相
談
委
員
・
人
権
擁
護
委
員

▼
問
合
せ　
総
務
課
総
務
・
財
政
グ
ル
ー
プ



28
・
6
0
0
3

福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ



28
・
0
9
1
2

障
害
者
等
の
交
通
料
金
助
成

障
害
者
等
交
通
料
金
助
成
事
業（
自
動
車

燃
料
費
）の
4
月
か
ら
9
月
ま
で
の
給
油
分

の
請
求
受
付
を
開
始
し
ま
す
。支
給
決
定
を

受
け
て
い
る
方
は
、受
付
期
間
内
に
請
求
書

類
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者　
事
前
に
障
害
者
等
交
通
料
金
助

成
事
業（
自
動
車
燃
料
費
）の
申
請
を
さ
れ

た
方

▼
申
請
方
法　
申
請
時
に
お
渡
し
し
た
請
求

書
と
給
油
し
た
際
の
領
収
書
を
お
持
ち
の

上
、役
場
1
階
5
番
窓
口
福
祉
課
で
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　
10
月
1
日（
火
）〜
15
日（
火
）

▼
問
合
せ　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ　



28
・
0
9
1
2

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
の
方
へ

町
で
は
高
齢
者
人
口
や
要
介
護
認
定
者
数

の
増
加
を
踏
ま
え
、令
和
6
年
度
か
ら
介
護

保
険
料
を
見
直
し
て
い
ま
す
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
り
介
護
保
険
料

を
納
付
さ
れ
て
い
る
方（
特
別
徴
収
）は
、10

月
の
年
金
か
ら
見
直
し
後
の
介
護
保
険
料
が

適
用
さ
れ
る
た
め
、8
月
以
前
と
10
月
以
降

で
は
特
別
徴
収
の
金
額
が
変
わ
り
ま
す
。

令
和
6
年
度
の
介
護
保
険
料
の
年
額
は
、

7
月
中
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た「
介
護
保

険
料
納
入
通
知
書
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ
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1
0
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お
子
様
の
養
育
で
悩
ま
れ
て
い

る
保
護
者
の
皆
様
へ

お
子
様
の
発
達
や
学
習
等
に
悩
ま
れ
て
い

る
保
護
者
の
方
や
、障
が
い
の
あ
る
お
子
様

の
養
育
で
悩
ま
れ
て
い
る
保
護
者
の
方
は
、

愛
知
県
立
い
な
ざ
わ
特
別
支
援
学
校
の
ふ
れ

あ
い
相
談（
教
育
相
談
）を
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。ふ
れ
あ
い
相
談
で
は
、保
護
者
の
皆
様

が
抱
え
て
い
る
疑
問
や
不
安
・
悩
み
に
つ
い

て
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

年
間
を
通
し
て
行
っ
て
い
ま
す
が
、日
時

な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。な
お
、相
談
日
に
つ
い
て
は
、事

前
に
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ふ
れ
あ
い
相
談
】

相
談
費
用
は
無
料
で
す
。相
談
内
容
に
つ

い
て
は
、秘
密
を
厳
守
い
た
し
ま
す
。

▼
相
談
日
時　
予
約
時
に
決
定（
午
後
1
時

〜
午
後
4
時
）

▼
問
合
せ　
愛
知
県
立
い
な
ざ
わ
特
別
支
援

学
校　
ふ
れ
あ
い
相
談
係　
稲
沢
市
一
色

森
山
町
2
2
5
ー
1　

（
0
5
8
7
）35
・
2
0
0
5　

予
約
受

付
時
間　
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午

前
9
時
〜
午
後
5
時

お知らせ


